
 

く
ら
し

戸
籍
の
氏
名
に
振
り
仮
名

が
追
加
さ
れ
ま
す

改
正
戸
籍
法
が
施
行
さ
れ
、
戸
籍
の

記
載
事
項
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
追
加

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

令
和
７
年
５
月
26
日
以
降
、
本
籍
地

の
市
区
町
村
か
ら
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ

る
予
定
の
振
り
仮
名
が
通
知
さ
れ
ま

す
。
通
知
の
振
り
仮
名
が
正
し
い
と
き

は
、
届
出
を
し
な
く
て
も
通
知
の
と
お

り
戸
籍
に
記
載
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
振

り
仮
名
の
届
出
に
手
数
料
は
一
切
か
か

ら
ず
、
届
出
を
し
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
罰
則
や
罰
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。
振

り
仮
名
の
届
出
に
当
た
っ
て
法
務
省
や

市
区
町
村
に
金
銭
を
支
払
う
よ
う
要
求

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
く
れ

ぐ
れ
も
詐
欺
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

戸
籍
の
振
り
仮
名
制
度
に
つ
い
て
、

詳
し
く
は
法
務
省
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

※
本
市
で
は
令
和
７
年
８
月
頃
か
ら
順

次
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
市
民
課	

☎
21-

０
２
５
２

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

国
民
年
金
は
日
本
に
住
む
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
全
て
の
人
が
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
会
社
を
退
職
し
た
と

き
や
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き

は
、
ご
自
身
で
住
民
票
の
あ
る
市
区
役

所
・
町
村
役
場
の
年
金
窓
口
で
変
更
手

続
き
が
必
要
で
す
。
早
め
の
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
市
民
課	

☎
21-

０
２
５
８

日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金
事
務
所（
案

内
に
沿
っ
て
②
→
②
の
順
に
押
し
て
く

だ
さ
い
）☎
21-

０
５
７
０

情
報
公
開
制
度
実
施
状
況

「
情
報
公
開
制
度
」
は
、

公
正
で
開
か
れ
た
市
政
を

実
現
す
る
た
め
に
市
民
の

皆
さ
ん
な
ど
か
ら
の
開
示

請
求
に
基
づ
き
、
市
が
保

管
し
て
い
る
情
報
を
公
開

す
る
も
の
で
す
。
令
和
６

年
度
の
実
績
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。

問
総
務
課☎

21-

０
２
０
９

小
規
模
土
地
改
良
工
事
助
成

農
地
お
よ
び
農
業
用
施
設（
農
道
・

水
路
・
頭
首
工
・
た
め
池
）の
小
規
模

な
災
害
復
旧
工
事
な
ど
に
対
し
、
助
成

金
や
材
料
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

着
工
前
に
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類

（
見
積
書
な
ど
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
農
林
課	

☎
21-

０
２
２
２

　
西
部
土
木
事
務
所	

☎
45-

４
５
１
０

建
築
物
や
塀
の
倒
壊
か
ら

地
域
を
守
り
ま
し
ょ
う

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
耐
震
診
断
や
木
造
住
宅
の
耐
震

改
修
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤

去
に
つ
い
て
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
都
市
整
備
課	

☎
21-

０
２
３
７

請求
件数

処理状況 異議
申立開示 部分開示 不開示 却下 取り下げ

114 73 19 7 3 12 19

対象事業および対象経費 助成額

農地の災害復旧
（土砂撤去のみ）

○災害雨量があった地区内で、対象経
費が 40 万円以下

○補助災害採択後、復旧までに相当期
間かかる場合に営農支障となってい
る部分の応急修繕

＜対象経費＞
車両機械のリース料、回送費、保険料

対象経費の
90％

（上限36万円）
農業用施設

（農道、水路・頭首
工・ため池）
の維持管理、改良、
災害復旧

○対象経費が 40 万円以下
○２戸以上の利用があること（災害復

旧は１戸以上で可）
＜対象経費＞
車両機械のリース料、回送費、保険料、
原材料費

マイナンバーカード
受け取り時間外窓口

次回の開設日時・場所
５月24日（土）　午前10時～正午　市役所1階　市民課
　日時が変更になる場合がありますので、最新の情
報については市ウェブサイトをご覧いた
だくか、お問い合わせください。
問市民課　☎ 21-0253

8令和７年（2025）５月


